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視
点
・
論
点
②

東
日
本
大
震
災
と
自
衛
隊
・
米
軍	

池
田
五
律

　

東
日
本
大
震
災
を
通
し
て
、
自
衛
隊
は
、
今
ま
で
や
り
た
く
て
も
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
沢
山
や
っ
て
の
け
た
。
国
内
初
、
災
害
派
遣
で
初
の
統
合
任
務
部
隊
の
編
成
。

逐
次
大
規
模
動
員
と
広
域
展
開
。
予
備
自
衛
官
の
動
員
。
物
資
輸
送
の
一
元
管
理
。

放
水
作
戦
時
に
お
け
る
、
警
察
、
消
防
、
福
島
県
、
東
京
電
力
の
中
央
即
応
集
団
副

司
令
官
に
よ
る
指
揮
。
警
察
官
や
自
治
体
職
員
が
い
な
い
場
合
に
行
え
る
と
災
害
対

策
基
本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
交
通
規
制
。
災
害
対
策
基
本
法

で
は
、
警
戒
区
域
か
ら
退
去
命
令
も
、
警
察
官
や
自
治
体
職
員
が
い
な
い
場
合
に
は
、

自
衛
官
が
そ
の
任
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
退
去
命
令
で
は

な
い
が
、
避
難
指
定
地
域
で
の
避
難
説
得
な
ど
は
、
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
民

保
護
法
の
規
定
す
る「
要
避
難
地
域
」指
定
さ
れ
た
地
域
か
ら
の
住
民
の「
避
難
誘
導
」

に
も
通
じ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

米
軍
は
、
メ
ア
日
本
部
長
の
「
沖
縄
人
は
ご
ま
か
し
の
名
人
で
怠
惰
」
発
言
の
失

点
を
取
り
戻
す
絶
好
の
機
会
に
震
災
を
利
用
し
た
。
在
日
米
軍
基
地
を
母
港
と
す
る

主
要
艦
船
は
、こ
と
ご
と
く
日
本
を
出
払
っ
て
い
た
。
原
子
力
空
母「
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー

ガ
ン
」
は
、
米
韓
共
同
演
習
に
参
加
す
る
予
定
で
、
た
ま
た
ま
日
本
近
海
に
い
た
だ

け
の
こ
と
で
あ
る
。
原
子
力
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
原
子
力
空
母
を

持
っ
て
く
る
こ
と
自
体
、
噴
飯
も
の
だ
。
原
子
力
空
母
は
、「
海
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
」

だ
。「
ト
モ
ダ
チ
作
戦
」
な
ど
と
は
欺
瞞
に
も
程
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
自
衛
隊
施
設

に
も
危
険
物
質
は
、
沢
山
、
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

米
軍
の
「
ト
モ
ダ
チ
」
は
、
自
衛
隊
。
防
衛
省
に
共
同
作
戦
所
、
仙
台
駐
屯
地
に

現
地
調
整
所
を
設
置
。
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
共
同
し
て
行
う
措
置
と
さ
れ
て
い
る
捜

索
・
救
援
な
ど
を
実
施
。
物
品
役
務
融
通
協
定
初
適
用
。
民
間
空
港
で
あ
る
山
形
空

港
を
後
方
補
給
セ
ン
タ
ー
に
使
用
。
外
務
省
幹
部
に
よ
れ
ば
、
北
朝
鮮
を
念
頭
に
置

い
た
周
辺
事
態
対
処
の
実
質
的
実
働
演
習
だ
。
な
お
、
緊
急
着
陸
以
外
で
民
間
空
港

が
使
わ
れ
た
の
は
初
。
周
辺
事
態
法
改
正
を
先
取
り
す
る
も
の
だ
。
な
お
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
軍
機
が
自
衛
隊
の
給
水
車
な
ど
を
沖
縄
か
ら
空
輸
す
る
な
ど
、
中
国
を
も

睨
ん
だ
日
米
豪
多
国
間
安
保
も
作
動
し
た
。

　

何
よ
り
も
震
災
で
自
衛
隊
が
得
た
の
は
、「
役
立
つ
自
衛
隊
」
と
い
う
世
論
。
そ
れ

自
体
が
情
報
戦
の
成
果
だ
。
テ
レ
ビ
報
道
に
は
、
避
難
を
説
得
す
る
自
衛
官
を
案
内

し
て
い
る
自
治
体
職
員
は
写
ら
な
い
。
特
殊
武
器
防
護
隊
は
原
子
力
災
害
へ
の
対
処

能
力
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
危
険
を
恐
れ
た
隊
員
は
脱
柵
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
し

た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
な
い
。
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ー
の
解
体
や
行
革
に
よ
る

自
治
体
職
員
削
減
な
ど
、
自
衛
隊
に
し
か
頼
れ
な
い
状
況
が
作
ら
れ
た
点
も
指
摘
さ

れ
な
い
。

　

政
府
首
脳
か
ら
二
言
目
に
は
出
て
く
る
「
パ
ニ
ッ
ク
防
止
」。
権
力
が
恐
れ
て
い
る

の
は
民
衆
で
あ
り
、
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
住
民
の
安
全
で
な
く
秩
序
だ
。
そ
れ

を
守
る
の
が
自
衛
隊
の
治
安
出
動
だ
。
災
害
派
遣
で
避
難
所
を
慰
問
し
、
避
難
民
の

ケ
ア
を
す
る
の
も
治
安
の
た
め
。
そ
れ
ら
は
、
占
領
統
治
の
た
め
の
宣
撫
工
作
の
常

套
手
段
だ
。
イ
ラ
ク
で
培
っ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
被
災
地
で
試
し
、
海
外
で
の
治
安
任
務

に
役
立
て
る
。
そ
れ
は
、
ジ
プ
チ
で
の
基
地
建
設
な
ど
、
恒
久
的
海
外
派
兵
に
通
じ

て
い
る
。

　

自
衛
隊
の
活
動
は
、
広
範
な
指
示
権
を
掌
握
し
て
い
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
長
＝

菅
首
相
の
指
示
に
よ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
防
衛
省
災
害
対
策
本
部
は
設
置

さ
れ
、
自
治
体
に
よ
る
要
請
前
に
自
主
派
遣
で
自
衛
隊
は
動
き
出
し
、
日
米
首
脳
の

話
し
合
い
前
に
統
幕
長
と
在
日
米
軍
司
令
官
が
調
整
に
入
っ
て
い
る
。
災
害
な
ど
緊

急
事
態
時
に
は
私
権
の
制
限
が
必
要
だ
と
、
よ
り
一
層
の
権
限
を
首
相
な
ど
に
集
中

す
る
改
憲
も
含
む
緊
急
事
態
法
制
の
整
備
が
策
動
さ
れ
出
し
て
い
る
。
私
権
制
限
が

可
能
な
中
で
国
軍
と
な
っ
た
自
衛
隊
が
自
動
的
に
活
動
す
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る

緊
急
事
態
法
制
の
整
備
の
動
き
に
警
戒
し
よ
う
。

（
い
け
だ
・
い
つ
の
り
／
戦
争
に
協
力
し
な
い
！
さ
せ
な
い
！
練
馬
ア
ク
シ
ョ
ン
）




